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表紙*電子提供措置用**アクセス通知用*

開催日時 2026年６月29日（月曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所 仙台市青葉区中央一丁目１番１号
ホテルメトロポリタン仙台 3階 曙
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※会場変更のお知らせ
本年は当社株主総会の会場をホテルメトロポリタン仙台
４階 千代から『３階 曙』に変更しております。

議　　案 第１号議案　取締役７名選任の件
第２号議案　補欠監査役１名選任の件

株主総会にご出席されない場合

書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使ください
ますようお願い申しあげます。
議決権行使期限：2026年６月26日（金曜日） 午後５時まで

　

第127期　定時株主総会
招集ご通知
東北特殊鋼株式会社
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招集ご通知

証券コード 5484
（発送日）2026年６月５日

（電子提供措置の開始日）2026年６月４日
株　主　各　位

（本店所在地）
仙台市太白区長町七丁目20番１号

（本社事務所）
宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ丘23番地
東 北 特 殊 鋼 株 式 会 社
代表取締役社長 成 瀬  真 司

【当社ウェブサイト】　　https://www.tohokusteel.com/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第127期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第127期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下
のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株式情報」「株主総
会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「東北特殊鋼」又は
「コード」に当社証券コード「5484」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月26日（金曜日）午
後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

－ 1 －
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招集ご通知

１．日 時 2026年６月29日（月曜日）午前10時　（午前９時30分受付開始）
２．場 所 仙台市青葉区中央一丁目１番１号

ホテルメトロポリタン仙台 ３階 曙（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
　※会場変更のお知らせ

本年は当社株主総会の会場をホテルメトロポリタン仙台４階 千代から『３階 曙』に変更しております。
３．目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第127期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第127期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効な

ものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、

インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスしていただき、本招集ご
通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案
内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送く
ださい。

敬　具
記

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。なお、当日の受付開始は午前９時30分を予定しております。

〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウ
ェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願
い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集通知とあわせてご通知する議
決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

本招集通知とあわせてご通知する議
決権行使書用紙に議案の賛否をご表
示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年６月29日（月曜日）
午前10時

（受付開始：午前９時30分）

2026年６月26日（金曜日）
午後５時到着分まで

2026年６月26日（金曜日）
午後５時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第２号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第１号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして
お取り扱いいたします。インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱い
いたします。また、インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決
権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。２

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向け
サイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願い
いたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移で
きます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。１

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。４

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。１

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力くだ
さい。３

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力
ください。２

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してくだ
さい

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）

－ 4 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

なる
成

 

　
せ
瀬

 

　
しん
真

 

　
じ
司

（1958年９月22日）
[再任]

    1982年    4 月 大同特殊鋼株式会社入社
    2005年    10月 同社鋼材事業部鋼材営業部長
    2009年    6 月 同社特殊鋼事業部事業企画管理部長
    2012年    6 月 同社取締役経営企画部長
    2015年    6 月 同社常務執行役員営業生産統括部担当
    2016年    6 月 大同興業株式会社常務取締役原料営業本部長
    2018年    6 月 同社取締役常務執行役員原料営業本部担当
    2019年    6 月 当社代表取締役社長
    2021年    6 月 当社代表取締役社長社長執行役員（現任）

16,830株

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

成瀬真司氏は、大同特殊鋼グループ企業の経営に携わり、その経歴を通じて
培った経営全般における豊富な見識等を有しております。当社の代表取締役
社長に就任以来、当社グループの事業推進や企業風土改革に向けた体制整備
を主導するなど、強力なリーダーシップを発揮してまいりました。
当社およびグループの持続的な成長と企業価値向上を実現するため、取締役
会の意思決定および監督機能の一層の強化と成長戦略を推進、牽引するリー
ダーとして最適な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願い
するものであります。

株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案　取締役７名選任の件

　取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役７名の選任をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

え
江

 

　
ばた
幡

 

　
たか
貴

 

　
し
司

（1959年8月17日）
[再任]

    1984年    4 月 当社入社
    2011年    6 月 当社経営企画部長
    2014年    6 月 当社取締役研究開発部長
    2020年    6 月 当社取締役高機能材料事業部長
    2021年    6 月 当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長
    2022年    8 月 当社取締役常務執行役員高機能材料事業部長

GI推進プロジェクトリーダー
    2023年    6 月 当社取締役常務執行役員GI推進プロジェクトリーダー（現任）

7,148株

【担当】技術開発部門

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

江幡貴司氏は、長年にわたり当社の生産および産学連携を含めた研究開発に
携わり、特殊鋼業界における豊富な業務経験および技術・研究開発に関する
深い知見を有しております。また、同氏は技術開発部門担当取締役として経
営を担うとともに、環境価値に優れた商品の開発を主導しております。同氏
の保有する豊富な技術開発に関する経験と見識は、当社の持続的な成長と企
業価値向上を実現するにあたり必要な人材であると判断し、引き続き取締役
として選任をお願いするものであります。

３

お
尾

 

　
がた
形

 

　
 

　
ひとし
仁

（1961年10月25日）
[再任]

    1989年    1 月 当社入社
    2009年    5 月 当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長
    2012年    6 月 当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長
    2013年    1 月 当社複合加工事業部熱処理工場長
    2015年    4 月 TOHOKU Manufacturing (Thailand)　Co.,Ltd.　代表取締役社長
    2018年    6 月 当社取締役TOHOKU Manufacturing (Thailand)　Co.,Ltd.

代表取締役社長
    2021年    6 月 当社執行役員TOHOKU Manufacturing (Thailand)　Co.,Ltd.

代表取締役社長
    2022年    6 月 当社執行役員複合加工事業部長
    2023年    6 月 当社執行役員
    2024年    6 月 当社取締役執行役員（現任）

6,168株

【担当】生産部門、設備部門

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

尾形仁氏は、長年にわたり当社の生産および工場運営や事業部門のマネジメ
ント、海外グループ子会社の経営に携わり、生産技術に関する豊富な業務経
験および深い知見を有しております。また、同氏は生産・設備部門担当取締
役として経営を担うとともに、商品ポートフォリオ改革に向け、担当領域の
基盤整備を主導しております。同氏の保有する生産技術に関する経験と見識
は、当社の持続的な成長と企業価値向上を実現にするにあたり必要な人材で
あると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 6 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

いた
板

 

　
ばし
橋

 

　
ひろ
弘

 

　
あき
昭

（1963年５月28日）
[再任]

    1986年    ４月 当社入社
    2010年    6 月 当社名古屋営業所長
    2016年    5 月 当社東京営業所長
    2018年    6 月 当社取締役東京営業所長兼名古屋営業所長
    2020年    3 月 当社取締役営業部長
    2021年    6 月 当社取締役執行役員溶鍛鋼材工場長
    2022年    ６月 当社取締役執行役員
    2022年    ８月 当社取締役執行役員

コミュニケーション推進プロジェクトリーダー（現任）

5,477株

【担当】本社部門（総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）、営業部門

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

板橋弘昭氏は、長年にわたり当社の営業に携わり、特殊鋼業界における豊富
な営業・販売戦略上の経験および知識を有しております。同氏は本社部門
（総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）・営業部門担当取締
役として経営を担っております。また、コミュニケーション推進プロジェク
トを主導し、企業風土改革ならびに人材育成施策の強化を通じて、人的資本
経営の推進に取り組んでおります。
今後も当社の事業成長と経営基盤の強化のため必要な人材であると判断し、
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

５

き

木
 

　
むら

村　
とし

利
 

　
みつ

光
（1962年７月29日）

[再任]

    1987年    ４月 大同特殊鋼株式会社入社
    2007年    ７月 同社研究開発本部企画管理部商品企画室室長
    2008年    ７月 同社研究開発本部プロセス技術開発センターセンター長
    2015年    ６月 同社技術開発研究所プロセス研究部部長
    2017年    7 月 同社技術開発研究所副所長
    2018年    4 月 Daido Steel(America) Inc.主席部員
    2020年    6 月 当社経営企画部長
    2021年    6 月 当社執行役員経営企画部長
    2023年    6 月 当社取締役執行役員経営企画部長（現任）

2,373株

【担当】本社部門（経営企画部、経理部、購買業務改革プロジェクト）

取 締 役 候 補 者
と し た 理 由

木村利光氏は、長年にわたり研究開発および商品企画に携わり、特殊鋼業界
における豊富な業務経験および知識を有しております。また、同氏は本社部
門（経営企画部、経理部、購買業務改革プロジェクト）担当取締役として経
営を担うとともに、中長期的な成長戦略の策定、事業環境の変化を踏まえた
経営課題の抽出および対応策の検討、ならびに全社的な業務改革や収益性向
上に向けた施策の立案・実行を推進しております。
今後も当社の事業成長と経営基盤の強化のため必要な人材であると判断し、
引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

６

うし
牛

 

　
ごめ
込

 

　
 

　
 

　
すすむ
進

（1935年8月28日）
[再任]

    1987年    6 月 東京窯業株式会社代表取締役社長
    2004年    6 月 当社社外監査役
    2005年    6 月 東京窯業株式会社代表取締役会長（現任）
    2006年    6 月 当社社外取締役（現任）

0株

【重要な兼職の状況】東京窯業株式会社　代表取締役会長

社外取締役候補者
と し た 理 由
および期待される
役 割 の 概 要

牛込進氏は、長年にわたり耐火物関連事業や環境関連製品等の製造・販売を
行う東京窯業株式会社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門
家としての知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き社
外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏が社外取締役に選任された場合には、経営者としての専門的知見
や海外を含む企業グループを長年統括してきた経営者としての豊富な経験か
ら助言いただき、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を
確保するための役割・責務を発揮していただくことを期待しております。

７

は

羽
 

　
やま

山
 

　
あき

暁
 

　
こ

子
（1979年８月８日）

[再任]

    2003年    4 月 株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
    2011年    6 月 株式会社ブレインパッド入社
    2019年    ３月 株式会社Pallet設立　代表取締役（現任）
    2020年    10月 株式会社AOD取締役CCO
    2022年    ８月 一般社団法人グラミン日本仙台支部　支部長
    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）

0株

【重要な兼職の状況】株式会社Pallet　代表取締役

社外取締役候補者
と し た 理 由
および期待される
役 割 の 概 要

羽山暁子氏は、組織コンサルティングや企業研修などを行う株式会社Pallet
の代表取締役であり、組織開発および人材開発の分野に関する幅広い見識を
当社の経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役として選任をお願
いするものであります。
また、同氏が社外取締役に選任された場合には、取締役会の多様性を確保す
るとともに、人的資本経営の推進や企業風土改革に関して助言いただき、経
営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための役
割・責務を発揮していただくことを期待しております。

－ 8 －
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取締役選任議案

（注）1.   各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2026年３月31日）現在の株式数を記載しております。ま

た、東北特殊鋼役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（１株未満切捨て表示）
３. 牛込進氏および羽山暁子氏は、社外取締役候補者であります。
４. 当社は、牛込進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
５. 牛込進氏は、当社発行済株式総数の8.36％を保有する大株主である東京窯業株式会社の代表取締役会長

であります。また、当社は同社と主に真空溶解炉に使用される耐火材等の副資材の購入等の取引関係があ
りますが、その取引額は当社の当事業年度における売上高の0.2%以下であります。同氏の当社社外取締
役在任期間は、本総会終結の時をもって20年となります。また、同氏は、当社社外取締役就任前2年間に
おいて当社社外監査役でありました。

６. 羽山暁子氏の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
７. 当社は、羽山暁子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
８. 羽山暁子氏は、株式会社Palletの代表取締役であります。また、当社と同社との間には研修等の取引があ

りましたが、2026年３月期における取引はありません。同氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結
の時をもって３年となります。

9. 当社は、牛込進氏、羽山暁子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約
を継続する予定であります。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・非業務執行取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１

項で定める最低限度額の範囲内でその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意で

かつ重大な過失がないときに限るものとする。
10. 当社は、成瀬真司氏、江幡貴司氏、尾形仁氏、板橋弘昭氏、木村利光氏、牛込進氏、羽山暁子氏との間で

会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲
内において当社が補償する（ただし、役員等が不正な利益を図り、また会社に損害を加える目的で職務を
執行したものであったことが判明した場合、情報提供、報告を怠ったまたは遅延した場合、その職務を行
うにつき悪意または重過失があったことにより損害賠償を請求された場合を除く）補償契約を締結してお
ります。各候補者の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており
ます。当該保険契約では、被保険者に対して保険期間中にその職務の執行に関する責任の追及に係る請求
等がなされた場合に、当該被保険者が負担することになる法律上の損害賠償責任に基づく損害を補償する
こととしております。ただし、当該被保険者による故意の不正行為または詐欺行為に基づき発生した損害
等については、当該保険により填補の対象としないこととしております。また、当該役員の職務の執行の
適正性が損なわれないようにするための措置として、填補する額について限度額を設けております。各候
補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次
回更新時においても同内容での更新を予定しております。

－ 9 －
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補欠監査役選任議案

氏　　　　名
（生 年 月 日） 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所 有 す る

当社の株式数

いわ

岩
 

　
さき

崎
 

　　
まこと

誠
（1966年９月13日）

1990年4月 大同興業株式会社入社
2014年4月 同社原料営業本部鉄原・資材部長
2015年8月 同社原料営業本部合金鉄部長
2022年4月 同社総務部長（現任）

0株

【重要な兼職の状況】大同興業株式会社　総務部長

補欠の社外監査役
候補者とした理由

岩崎誠氏は、広く鉄鋼業界に精通しており、その経歴から客観的な視点に基づい
た経営の監督とチェック機能を期待しております。同氏は、過去に直接会社経営
に関与したことはありませんが、上記の理由により補欠の社外監査役として新た
に選任をお願いするものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いする
ものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

－ 10 －
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（注）１. 岩崎誠氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 岩崎誠氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 岩崎誠氏は、現在および過去10年間に当社の特定関係事業者である大同興業株式会社の業務執行者であ

り、過去2年間に同社から報酬等を受けており、今後も受ける予定であります。なお、同氏の同社におけ
る業務執行者としての地位および担当は、「略歴、地位および重要な兼職の状況」に記載のとおりであり
ます。

４. 当社は、岩崎誠氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項で定める

最低限度額の範囲内でその責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な

過失がないときに限るものとする。
５. 当社は、岩崎誠氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づ

き、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（ただし、役
員等が不正な利益を図り、また会社に損害を加える目的で職務を執行したものであったことが判明した場
合、情報提供、報告を怠ったまたは遅延した場合、その職務を行うにつき悪意または重過失があったこと
により損害賠償を請求された場合を除く）補償契約を締結する予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており
ます。当該保険契約では、被保険者に対して保険期間中にその職務の執行に関する責任の追及に係る請求
等がなされた場合に、当該被保険者が負担することになる法律上の損害賠償責任に基づく損害を補償する
こととしております。ただし、当該被保険者による故意の不正行為または詐欺行為に基づき発生した損害
等については、当該保険により填補の対象としないこととしております。また、当該役員の職務の執行の
適正性が損なわれないようにするための措置として、填補する額について限度額を設けております。岩崎
誠氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時
においても同内容での更新を予定しております。

以　上

－ 11 －
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事業の経過およびその成果、資金調達の状況、設備投資等の状況

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過およびその成果

①中期経営計画の目標と実績
当社グループは2024年に「2026中期経営計画」を策定・公表しました。当中期経営計画に

おいて、当連結会計年度は、売上高250億円、営業利益20億円、ROS（売上高営業利益率）
８%、ＲＯＥ（自己資本利益率）５％を目標として掲げましたが、実績は売上高209億円、営
業利益14億円、ROS 6.8％、ROE 4.4％となり、いずれの数値目標も未達となりました。

当社グループは前回の中期経営計画において、2030年に目指す姿として「東北特殊鋼 
2030 VISION」を策定し、「迫り来る革新的モビリティ・エネルギー・デジタル社会 その激
流に流されず、変化を御してよりよい社会づくりのために高機能材を提供し続ける」ことを掲
げました。「2026中期経営計画」は、このビジョンの実現に向け、前中期経営計画のコンセ
プトを踏襲しつつ、「『開発機能会社』への前進と柔軟な事業の転進」を基本コンセプトとし
て定めています。

当社グループは、特殊鋼事業と不動産賃貸事業が相互に連携しながら価値創出と成長を目指
しており、「未来への成長投資」の強化とともに、厳しい事業環境下においても安定的に利益
を確保する「収益性の改善」に取り組んでいます。主なアクションプランと当連結会計年度の
取り組み状況は以下の通りです。

特殊鋼事業アクションプラン①「商品ポートフォリオ改革の断行」
第一に、当社グループの強み商品である電磁ステンレス鋼および特殊合金について、半

導体製造装置や新エネルギー関連などの成長産業向け領域での販売拡大を図っています。
過年度に実施した設備投資の成果を最大限活用し、安定した供給体制の構築を進めるとと
もに、マーケティングおよび営業活動の強化にも努めています。当連結会計年度において
は、国内外の半導体製造装置向け市場において在庫調整が継続した影響を受け、強み商品
の販売量は前連結会計年度比で減少しました。一方で、拡販活動を強化した結果、新規の
引き合いは増加しており、その一部は受注に結びついています。

第二に、新たなビジネスモデルの構築として、トマト栽培向け害虫防除機器「トマタブ
ル」の量産化および販売開始、振動発電によるIoT電源の商品化を計画しています。これ
らはいずれも当社が開発した磁歪クラッド材を活用した製品です。当連結会計年度におい
ては、農業関連メディアへの掲載等を通じてトマト農家や自治体から大きな反響をいただ
きました。社内リソースを集約し、2026年度中の本格提供に向けた体制整備を進めてい
ます。

第三に、内燃自動車向けの既存主力商品および海外事業については、今後の需要減少局
面においても収益性を維持・確保することを目的に、生産体制の見直しや低収益商品の選
別を進めています。需要環境の変化を前提とした設備稼働の集約や人員配置の最適化に取
り組むとともに、当連結会計年度においては、内燃自動車向け需要減少への備えとして、
海外においても半導体製造装置向け製品の拡販活動を推進しました。
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事業の経過およびその成果、資金調達の状況、設備投資等の状況

特殊鋼事業アクションプラン②「環境価値の優れた開発商品拡大」
当社グループは、社会課題や顧客ニーズに応える環境価値の高い開発商品の拡大に取り

組んでいます。具体的には、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）のグリーン
イノベーション基金事業を通じた次世代モーター用素材の開発、および磁歪クラッド材の
用途開発を進めています。これらは、電動車の省エネルギー化や振動発電による新たなエ
ネルギー獲得など、電動化社会の実現に貢献する取組みです。

当連結会計年度においては、次世代モーター用素材の性能向上に向けた研究を継続する
とともに、将来の量産化を見据えたサプライチェーンおよび製造プロセスの検討を進めま
した。また、磁歪クラッド材については、害虫防除機器に加え、IoT電源や微小荷重セン
サー等への応用可能性を検討しました。

特殊鋼事業アクションプラン③「未来工場実現に向けた基盤整備」
前述のアクションプランを支える基盤として、多様な人材が活躍できる環境の整備およ

びDXの推進に取り組んでいます。生産設備や基幹システムの更新を通じて、工場の効率
稼働に加え、将来の成長に資する生産技術の蓄積や高付加価値・高品質製品の提供を目指
しています。

当連結会計年度においては、ITインフラの更新および生成AI利用に関する社内ガイドラ
インの策定を実施しました。RPAによる業務自動化や生成AI活用の社内浸透により、業務
DXは着実に進展しています。今後も、デジタル技術と製造現場の融合による未来工場の
実現に向け、部門横断的な取組みを継続していきます。

不動産賃貸事業アクションプラン「収益性の長期持続性確保」
当社グループの不動産賃貸事業は、仙台市長町エリアの旧工場跡地に建設した商業施設

を中心とした賃貸事業であり、特殊鋼事業と並ぶ収益の柱として安定的な利益を創出して
います。「2026中期経営計画」においては、商業施設の老朽化対応を進めつつ、周辺不
動産への追加投資等を通じて、エリア全体の価値向上を図る方針としています

当連結会計年度においては、商業施設を安全・快適に利用いただくための計画的な予防
保全を継続し、不動産価値の維持・向上に努めました。

②当連結会計年度の経過およびその成果
当連結会計年度における世界経済は、地政学的リスクの高まりと通商摩擦の顕在化により不

透明感が増しております。わが国経済は、主要企業における賃上げにより名目賃金が上昇しま
したが、インフレーションや円安による物価高騰で実質賃金は減少しており、個人消費を中心
に内需は停滞しております。

特殊鋼業界の主要な需要先である自動車産業においては、部品メーカーの在庫調整が部分的
に進展し、需要回復の兆しが見えてきました。しかしながら、半導体製造装置産業においては
在庫調整局面が長引き、特殊鋼の需要は当初の計画を下回りました。

このような環境の中、当社グループの特殊鋼事業につきましては、自動車向けの特殊合金や
海外向け耐熱鋼の販売量が減少したことで、売上高は前年実績を下回りました。その一方で、
ITインフラの更新や研究開発活動などの将来成長に向けた投資を積極的に進めながら原価低減
活動を推進することで、利益面では前年実績上回り、減収増益となりました。

不動産賃貸事業につきましては、商業施設における店舗入れ替えに伴う改装工事の増加等に
より売上高と利益は前年実績を上回り、増収増益となりました。

－ 13 －
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事業の経過およびその成果、資金調達の状況、設備投資等の状況

事 業 別 第 124 期
(2023年3月期)

第 125 期
(2024年3月期)

第 126 期
(2025年3月期)

第 127 期
(2026年3月期)

特 殊 鋼 事 業 (百万円) 19,213 18,983 18,821 18,515
不 動 産 賃 貸 事 業 (百万円) 2,343 2,353 2,356 2,415

計 (百万円) 21,557 21,337 21,178 20,931
前 期 比 増 減 率 (％) 8.4 △1.0 △0.7 △1.2

その結果、当連結会計年度における売上高は前連結会計年度比２億４千６百万円減の209億
３千１百万円となりました（事業別売上高は下表のとおりであります）。営業利益は前連結会
計年度比１億６千８百万円増の14億１千８百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前連
結会計年度比２億６千７百万円増の12億７千５百万円となりました。

また、当社の業績につきましては、売上高は前期比5億9千6百万円減の164億６千8百万円
となりました。営業利益は前期比1億2千3百万円増の7億3千6百万円、当期純利益は前期比１
億5千6百万円増の7億7千7百万円となりました。

事業別売上高の推移

（注）　記載金額の単位未満は切り捨てて表示しております。

⑵　資金調達の状況
　当連結会計年度中において増資その他特記すべき事項はありません。

⑶　設備投資等の状況
　当連結会計年度中において、実施いたしました設備投資等の総額は８億４千２百万円でありま
す。
　事業セグメント別の設備投資等は、次のとおりであります。

特殊鋼事業 ５億４千万円であり、主なものは当社特殊鋼鋼材設備・精密加工設備・熱
処理加工設備の増強、更新および能力向上のための改造であります。

不動産賃貸事業 ３億２百万円であり、主なものは商業施設の空調設備更新工事によるもの
であります。
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
当社グループは2024年に「『開発機能会社』への前進と柔軟な事業の転進」を基本コンセプ

トとした「2026中期経営計画」を公表しました。「⑴　事業の経過およびその成果　①中期経
営計画の目標と実績」のとおり当連結会計年度は、売上高、営業利益、ROS、ROEのいずれも
目標値に達しませんでした。その主な要因は自動車産業や半導体製造装置産業における特殊鋼需
要の減少です。自動車の電動化が進み内燃機関を搭載しない自動車の増加やハイブリッド化によ
る内燃機関の小型化などにより、自動車産業での特殊鋼使用量は減少しております。また、半導
体製造装置産業は、AI需要によるけん引はあるものの、既存の特殊鋼需要への影響は限定的で
す。この需要減少に対して、当社グループでは営業部門と生産部門が全社横断ワーキンググルー
プ（WG）を組織しました。当WGでは、自動車産業や半導体製造装置産業だけではなく新エネ
ルギー産業向けなどで特殊鋼の新規需要を開拓しています。
また、販売量の減少に伴い製品単位の製造原価が増加していることから、原価低減活動を継続

しております。これまでより詳細な単位で商品群の収益性を評価し原価低減活動を行うととも
に、優先度の高い商品から値上げ活動を強化しております。原価低減活動と値上げ活動について
は、上述のWGの中で毎月進捗を報告し、全社でフォローしております。
当社の本社工場は1990年に現在の宮城県村田町に移転し、30年以上が経過しております。こ

れまでも定期的な設備修繕や更新を実施してきましたが、大型の工場インフラや設備では老朽化
が進み、生産活動の停止や有害物質の漏洩等のリスクがあります。法令で定められたタイミング
だけではなく適切な点検スケジュールを策定し、不具合の早期発見と重大な設備故障や事故の防
止に努めます。一部の設備については、当社内製の振動監視ユニットを導入しており、予知保全
を拡充しております。
これらの施策を通じ、グローバルブランドの確立を目指しつつ、良き企業市民としてコンプラ

イアンス、環境保全等に積極的に取り組んでまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあ

げます。

－ 15 －
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財産および損益の状況の推移

区 分 第 124 期
(2023年3月期)

第 125 期
(2024年3月期)

第 126 期
(2025年3月期)

第 127 期
(2026年3月期)

売 上 高 (百万円) 21,557 21,337 21,178 20,931

経 常 利 益 (百万円) 1,424 1,384 1,372 1,610

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 1,118 974 1,008 1,275

１株当たり当期純利益 (円) 148.53 129.44 134.20 171.74

総 資 産 (百万円) 32,708 34,793 34,031 36,363

区 分 第 124 期
(2023年3月期)

第 125 期
(2024年3月期)

第 126 期
(2025年3月期)

第 127 期
(2026年3月期)

売 上 高 (百万円) 17,484 17,289 17,064 16,468

経 常 利 益 (百万円) 736 753 805 1,028

当 期 純 利 益 (百万円) 652 473 621 777

１株当たり当期純利益 (円) 86.64 62.88 82.69 104.65

総 資 産 (百万円) 20,550 21,527 20,579 22,117

⑸　財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

②　当社の財産および損益の状況の推移

－ 16 －
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重要な子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所および工場

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

東特エステートサービス株式会社 495百万円 100％ 不動産賃貸業およびビルメンテナンス業

東 特 興 業 株 式 会 社 10百万円 100％ 鋼材・加工品等の販売

TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 460百万タイ・バーツ 100％ 加工品等の製造・販売

TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 1,000百万インド・ルピー 100％ 特殊鋼鋼材の製造・販売

⑹　重要な子会社の状況

⑺　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社グループは、当社および連結子会社４社により構成されており、その主な事業内容は次の
とおりであります。
特殊鋼事業　　　　下記製品の製造、加工および販売

特殊鋼鋼材（耐熱鋼・特殊ステンレス鋼等）、磁性材料、合金、冷間鍛
造品、精密加工製品、熱処理加工、表面改質、計測機器、電磁石

不動産賃貸事業　　不動産の賃貸およびメンテナンス

本 社 宮城県柴田郡村田町

工 場 宮城県柴田郡村田町、茨城県土浦市

営 業 所 東京営業所（東京都中央区）、名古屋営業所（名古屋市中区）、
仙台営業所（宮城県柴田郡村田町）

名 称 所 在 地

東 特 エ ス テ ー ト サ ー ビ ス 株 式 会 社 仙台市太白区

東 特 興 業 株 式 会 社 仙台市太白区

TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. タイ王国 チョンブリ県

T O H O K U  S T E E L  I N D I A  P R I V A T E  L I M I T E D インド共和国 アーンドラ・プラデシュ州

⑻　主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）
①　当社

（注）登記上の本店は仙台市太白区でありますが、本社業務は宮城県柴田郡村田町で行っております。

②　子会社

－ 17 －
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従業員の状況、主要な借入先

事 業 別 従 業 員 数 前 期 比 増 減 数

特 殊 鋼 事 業 515（23）名 △16（△5）名

不 動 産 賃 貸 事 業 57（10） △1（3）

合 計 572（33） △17（△2）

従 業 員 数 前 期 比 増 減 数

371（19）名 △7（△6）名

⑼　従業員の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の従業員数

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。

②　当社の従業員数

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は（　）内に年間平均雇用人員を外数で記載しております。

⑽　主要な借入先（2026年３月31日現在）
　該当する事項はありません。
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

⑴　発行済株式の総数（普通株式） 7,427,759株（自己株式122,241株を除く）
⑵　株主数 867名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
大 同 特 殊 鋼 株 式 会 社 2,549千株 34.32％
岡 谷 鋼 機 株 式 会 社 752 10.12
東 京 窯 業 株 式 会 社 631 8.50
光 通 信 K K 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 488 6.57
U H  P a r t n e r s  3 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 476 6.42
U H  P a r t n e r s  2 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 474 6.39
株 式 会 社 七 十 七 銀 行 300 4.05
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 200 2.69
芝 本 産 業 株 式 会 社 173 2.34
エ ス ア イ エ ル 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 120 1.62

２．会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

⑶　大株主（上位10名）

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．当社は、自己株式を122,241株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 3．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑷　その他株式に関する重要な事項
　　該当する事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当する事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長
（社長執行役員） 成瀬　真司

取 締 役
（常務執行役員） 江幡　貴司 技術開発部門

GI推進プロジェクトリーダー（委嘱）
取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 尾形　　仁 生産部門、設備部門

取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 板橋　弘昭

本社部門（総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）、
営業部門
コミュニケーション推進プロジェクトリーダー（委嘱）

取 締 役
（ 執 行 役 員 ） 木村　利光 本社部門（経営企画部、経理部、購買業務改革プロジェクト）

経営企画部長（委嘱）

取 締 役 牛込　　進 東京窯業株式会社　代表取締役会長

取 締 役 羽山　暁子 株式会社Pallet　代表取締役

常 勤 監 査 役 藤井　利光

監 査 役 氏家　照彦 株式会社七十七銀行　相談役

監 査 役 松﨑　慎治 大同興業株式会社　取締役常務執行役員、リスクマネジメント部、
経営企画部、総務部、人事部、経理部、情報システム部担当

４．会社役員に関する事項
⑴　取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役牛込進氏および羽山暁子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役氏家照彦氏および松﨑慎治氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、牛込進氏、羽山暁子氏および氏家照彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て指定し、同取引所に届け出ております。
４. 常勤監査役藤井利光氏は、品質保証・技術サービス・商品開発部門のマネジメントに携わった経

験があり、品質管理システムへの深い造詣もあることから、コンプライアンスやリスクマネジメ
ント、内部監査に関する見識を高い水準で有しております。

５. 監査役氏家照彦氏は、銀行における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見
を有しております。

６. 監査役松﨑慎治氏は、大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、幅広い見識を有し、当社
の企業経営全般に対して監査を行う知見を有しております。

７．監査役氏家照彦氏は、2025年6月27日付で株式会社七十七銀行の代表取締役会長を退任し、同
日付で同社相談役に就任しております。

８．監査役伊藤愼悟氏は、2025年６月23日開催の当社第126期定時株主総会終結の時をもって、辞
任いたしました。
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⑵　責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役および各監査役との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定に
基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基
づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項で定める最低責任限度額としております。

⑶　補償契約の内容の概要等
　当社は、取締役成瀬真司氏、江幡貴司氏、尾形仁氏、板橋弘昭氏、木村利光氏、牛込進氏、羽
山暁子氏、監査役藤井利光氏、氏家照彦氏および松﨑慎治氏との間で、会社法第430条の２第１
項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める
範囲内において当社が補償することとしております。
　ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするた
め、補償の要否および範囲等の判断は、原則として社外取締役または外部の弁護士その他の専門
家によって構成される補償委員会における審議および承認を要件としております。また、役員等
が不正な利益を図り、また会社に損害を加える目的で職務を執行したものであったことが判明し
た場合、情報提供、報告を怠ったまたは遅延した場合、その職務を行うにつき悪意または重過失
があったことにより損害賠償を請求された場合には、補償の対象としないこととしております。
　なお、補償契約の履行等に関する該当事項はありません。

⑷　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で当社の取締役および監査役を被保険者とする会社法第430条の３第
１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者に対
して保険期間中にその職務の執行に関する責任の追及に係る請求等がなされた場合に、当該被保
険者が負担することになる法律上の損害賠償責任に基づく損害を補償することとしております。
　ただし、当該被保険者による故意の不正行為または詐欺行為に基づき発生した損害等について
は、当該保険により填補の対象としないこととしております。また、当該役員の職務の執行の適
正性が損なわれないようにするための措置として、填補する額について限度額を設けておりま
す。
　なお、保険料は当社が全額を負担しております。
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区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる

役員の員数(名)基本報酬
（月額報酬）

業績連動報酬
（賞与） 非金銭報酬

取締役
（うち社外取締役）

71,445
(5,640)

62,945
(5,640)

8,500
(－)

－
(－)

７
(２)

監査役
（うち社外監査役）

17,079
(4,080)

17,079
(4,080)

－
(－)

－
(－)

４
(３)

合計
（うち社外役員）

88,525
(9,720)

80,024
(9,720)

8,500
(－)

－
(－)

11
(５)

⑸　取締役および監査役の報酬等
①　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上表には、2025年６月23日開催の当社第126期定時株主総会終結の時をもって辞任した社外
監査役1名が含まれております。なお、当事業年度末現在の取締役は７名（うち社外取締役２
名）、監査役は３名（うち社外監査役 ２名）であります。

２. 上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。なお、使
用人兼務取締役の使用人分給与（賞与を含む）として47,667千円を支給しております。

３. 株主総会の決議に基づく取締役の報酬限度額は年額200,000千円、監査役の報酬限度額は年
額50,000千円であります（2010年６月29日開催の第111期定時株主総会決議）。当該株主
総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役１名）、監査役の員数は３名（うち社
外監査役２名）であります。

４. 取締役会は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視・評価する立場にあることから、
代表取締役社長成瀬真司氏に対し、各取締役の職務、会社業績を総合的に勘案して具体的な
報酬の額を決定することを一任しております。

５．業績連動報酬等にかかる業績指標は当事業年度の経常利益であります。当該指標を選択した
理由は下記②(ﾊ)に記載のとおりであり、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ
決定しております。

②　取締役の個人別の報酬等についての決定方針
　当社の持続的な成長を図り、業績向上に対する健全なインセンティブが機能することを目的
とし、当社は2021年３月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を次のとおり決議しております。
　また、当事業年度における取締役の個人別の報酬については、代表取締役社長が取締役会に
おいて必要な説明を行い、代表取締役社長一任の決議を経たうえで、その職責、会社業績への
貢献等を総合的に勘案し決定したものであると認められることから、取締役会としては、以下
の基本方針に沿うものであると判断しております。
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(ｲ) 基本方針
　当社の持続的な成長に向けて健全なインセンティブが機能することを目的として、個々の取締役の
報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえ、第三者が調査した民間企業の役員報酬等の情報を参考に
適正な水準とすることを基本方針としております。

(ﾛ) 取締役の個人別の報酬等の構成
　2010年６月29日開催の第111期定時株主総会の決議に基づき、報酬等の限度額である年額
200,000千円以内で、社内取締役については役員経験年数を加味した「月額報酬」（固定報酬）と業
績向上に対するインセンティブを与えるための「賞与」（業績連動報酬）で構成しております。ま
た、社外取締役については、経営上の意思決定や業務執行についての監視・監督の役割から賞与は支
給せず、経験年数を加味した「月額報酬」（固定報酬）としております。

(ﾊ) 業績連動報酬等に関する方針
　企業の営業・財務活動の結果であって、総合的な収益力を示し、業務執行の成果が直接的に反映さ
れることから経常利益を指標としております。
　なお、当事業年度を含む経常利益の推移は１．(５)財産および損益の状況の推移に記載のとおりで
す。当社の業績連動報酬は、基準額に対し経常利益を指標とした業績係数を乗じ決定しております。

(ﾆ) 報酬等の割合に関する方針
　当社では、「月額報酬」（固定報酬）と、経常利益を指標とした「賞与」（業績連動報酬）を中心
とした「金銭報酬」にて取締役の個人別の報酬等を構成しており、「非金銭報酬」は支給しておりま
せん。

(ﾎ) 報酬等の付与時期や条件に関する方針
　「賞与」については、取締役会が賞与支給が適切でないと判断したとき以外は、年１回一定の時期
に支給しております。

(ﾍ) 報酬等の決定の委任に関する事項
　報酬等の決定は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視・評価する立場にある代表取締役社
長に委任いたします。

⑹　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であり
ます。また、当社は同社と主に真空溶解炉に使用される耐火材等の副資材の購入等の取引関係が
ありますが、その取引額は当社の当事業年度における売上高の0.2%以下であります。

・社外取締役羽山暁子氏は、株式会社Palletの代表取締役であり、当社と同社との間に研修等の取
引がありましたが、2026年3月期における取引はありません。

・社外監査役氏家照彦氏は、株式会社七十七銀行の相談役であり、同社は当社の大株主でありま
す。

・社外監査役松﨑慎治氏は、大同興業株式会社の取締役常務執行役員、リスクマネジメント部、経
営企画部、総務部、人事部、経理部、情報システム部担当であり、同社と当社とは製品の販売お
よび仕入取引等があります。
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出席状況、発言状況および
社外役員に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　牛込　　進

当事業年度に開催された取締役会９回のうち７回に出席いたしまし
た。牛込進氏は、社外取締役に就任以降、独立した立場から取締役
会においては、耐火物関連事業や環境関連製品、窯業機械器具等の
製造・販売を一貫して行う企業の経営者としての専門的知見や、海
外を含む企業グループを長年統括してきた経営者としての豊富な経
験から助言を行うなど、経営の監督と取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を
十分に発揮しております。

社外取締役　羽山　暁子

当事業年度に開催された取締役会９回の全てに出席いたしました。
羽山暁子氏は、社外取締役に就任以降、独立した立場から取締役会
においては、法人向けの組織開発・人材開発支援を行う経営者とし
ての知見に基づき、客観性を重視した提言やサステナビリティ、人
的資本経営について専門的な助言を行うなど、経営の監督と取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求め
られる役割・責務を十分に発揮しております。

社外監査役　氏家　照彦

当事業年度に開催された取締役会９回の全てに、また監査役会９回
の全てに出席いたしました。氏家照彦氏は、金融業界における幅広
い見識と長年にわたる銀行経営の経験等の専門的な知見に基づき、
独立した立場から取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役
会において社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が
行った監査について適宜質問をするとともに、当社の内部統制やコ
ンプライアンス等について必要な発言を適宜行っております。

社外監査役　松﨑　慎治

就任後、当事業年度に開催された取締役会７回の全てに、また監査
役会７回の全てに出席いたしました。松﨑慎治氏は、鉄鋼業界にお
ける幅広い見識と内部監査および財務、会計に関わる豊富な経験に
基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
を確保するための発言を行っております。また、監査役会において
社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査
について適宜質問をするとともに、当社の内部統制やコンプライア
ンス等について必要な発言を適宜行っております。

②　当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

区 分 支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29,500千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,500千円

５．会計監査人の状況
⑴　名称

有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額
で記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積り算定根拠につ
いて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

３．当社の子会社であるTOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.およびTOHOKU STEEL 
INDIA PRIVATE LIMITEDは、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけ
るこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社では、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号記載のいずれかに該当すると
認められる場合には、監査役全員の同意のもとに会計監査人を解任いたします。また、会計監査
人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査役会が当該会計監査人の解任また
は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑹　補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
⑴　内部統制システム基本方針および体制（業務の適正を確保するための体制の決定内容の概要）
　当社は、会社法第362条第５項の規定に基づき、同条第４項第６号ならびに会社法施行規則第
100条第１項および第３項の各号に定める業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を
決議しており、その内容の概要は以下のとおりであります。

①内部統制基本方針
　当社は会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社および当社子会社の業務の
適正を確保するための体制を整備し、法令遵守、財務報告の信頼性、業務の有効性・効率性確
保、リスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行
い、その改善・充実を図る。

②取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　当社は「東北特殊鋼グループ企業倫理憲章」および「東北特殊鋼グループ行動基準」を制定し
すべての取締役および使用人に配布するとともに、代表取締役社長が「倫理をもって行動し法令
を遵守していくことの重要性」の周知を図る。
　また、当社は代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ・リスクマネジメント委員
会」を設置、サステナビリティ・リスクマネジメントおよびコンプライアンス担当役員を選任
し、取締役および使用人が「東北特殊鋼グループ行動基準」を遵守するよう啓蒙、監査、改善、
是正に努める。サステナビリティ・リスクマネジメント委員会は、コンプライアンス体制の調
査、法令ならびに定款上の問題の有無等を調査し、取締役会に報告する。
　代表取締役社長は内部監査部門を直轄する。内部監査部門は指示に基づき業務執行状況の内部
監査を実施し、代表取締役社長に報告する。さらに、内部統制に関連する事項について報告が必
要な時には、取締役会に直接報告を行う仕組みを確保している。

③取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　当社の取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的媒体に記録され「文書管理規程」に
従い保存される。当社の取締役および監査役はこれらの文書等を常時閲覧できる。
　また、保存情報は「情報管理規程」「個人情報取扱管理規程」に基づき適正に管理される。

④損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社の「サステナビリティ・リスクマネジメント委員会」は当社グループにおいて近い将来予
想されるリスクおよび潜在リスクを排除、防止するための審議を行う。突発危機発生時は対外的
影響を最小限にするための対応策を協議する。当社は宮城県沖地震や東日本大震災を想定した地
震対策を計画的に実行し、生産設備等の耐震性強化を図っている。
　また、当社は品質マネジメントを維持・向上させるための「品質検討会」、環境負荷低減を果
たすための「環境委員会」および使用人の災害防止と健康管理増進のための「安全衛生委員会」
を定期的に開催する。

⑤取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社グループは取締役および使用人が共有する目標を定め、これに基づく３年度を期間とする
中期経営計画を策定する。
　取締役会は中期経営計画の具体化として、事業部門別の業績目標と予算を６ヵ月ごとに設定す
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

る。
　当社は執行役員制度を導入し、取締役会の機動性向上・監督機能の強化を図るとともに、中期
経営計画、業績目標を達成するために取締役、執行役員の職務権限と分担を明確にして、職務の
執行が効率的に行われることを確保する。
　当社は「取締役会」を３ヵ月に１回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状
況の報告を行う。さらに取締役、執行役員の職務の執行の効率性を高めるため、毎月１回「執行
役員会」を開催する。経営に関する重要事項等の協議・方針決定については取締役会に先立ち、
常勤取締役および執行役員、常勤監査役が出席する経営会議にて行う。

⑥当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社の担当取締役または執行役員は子会社の非常勤取締役に就任し、子会社を監視、監督す
る。
　コンプライアンスについては、当社および子会社の従業員に対し「東北特殊鋼グループ企業倫
理憲章」および「東北特殊鋼グループ行動基準」を配布し、法令遵守意識を周知させるように努
める。
　当社経営企画部および総務人事部は以下の事項につき「関係会社管理規程」に従って統括管理
する。
（ｲ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
（ﾛ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ﾊ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ﾆ）子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は監査役と協
議の上、内部監査部門の所属員を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。

⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたも
のとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
　当該使用人の人事異動については監査役の同意を得るものとする。

⑨監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　取締役は監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹
底するとともに、当該使用人が監査役の職務を補助するのに必要な時間を内部監査部門長に確保
させる。

⑩監査役への報告に関する体制
　監査役は業務執行に関する重要な会議に出席することができる。
　当社の取締役および使用人は当社の監査役に対して、法定の事項に加え、以下の事項の報告を
速やかに行うものとする。
（ｲ）当社グループの業務または財務に重大な影響を及ぼす恐れのある事項
（ﾛ）取締役または使用人が法令違反、定款違反をする恐れのある場合
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

（ﾊ）内部監査の実施状況
（ﾆ）従業員の情報提供・相談窓口（ホットライン）の通報状況
　また、子会社の取締役、監査役および使用人、またはこれらの者から報告を受けた者は、当社
の監査役に対して、子会社に関する（ｲ）～（ﾆ）に掲げる事項の報告を速やかに行うものとす
る。内部監査部門は子会社監査の結果報告の際に、子会社の取締役、監査役および使用人から聴
取した内容を当社の監査役に報告する。

⑪監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

　監査役に通報・報告をした者が監査役に通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを「内部通報規程」に定める。

⑫監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役が職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の償還を請求したときは、経営企
画部および総務人事部において審議のうえ、その必要が認められない場合を除き、速やかに処理
する。

⑬その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は「監査役会規程」および「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実
効性を確保するとともに、内部監査部門および会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査
成果の達成を図る。

⑭反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、弁護士や警察等と
も連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり
ます。

①コンプライアンスに関する取組み
　「東北特殊鋼グループ行動基準」として冊子を全面的に見直し、当社の全役員および全従業
員、グループ会社へ配布するとともに、社内講習の実施等を通じて、継続的なコンプライアンス
意識の醸成を図っております。

②リスク管理体制
　サステナビリティ・リスクマネジメント委員会を年間で4回開催し、各部門で認識されたリス
クの評価および重点リスクへの対応状況について審議するとともに、当該活動状況について取締
役会へ報告を行っております。

③取締役の職務執行体制
　取締役会を年間で9回開催し、重要な意思決定および職務執行状況の監督を行っております。
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　また、当社では執行役員制度を導入しており、監督機能と職務執行機能を区分することによ
り、取締役の職務執行の効率化を図っております。さらに、常勤取締役および執行役員、常勤監
査役が出席する経営会議を年間で12回開催し、業務執行に係る重要事項の協議ならびに事業計
画の進捗管理を行っております。

④グループ会社管理体制
　「関係会社管理規程」に基づき、定められた重要事項について経営会議にて事前協議または報
告を実施させるとともに、当社内部監査部門による定期的な内部監査等を通じて、グループ会社
の経営状況や課題を把握し、必要な措置を講じております。

⑤監査役の監査体制
　監査役会を年間で9回開催し、取締役の職務執行の監査ならびに内部統制システムの整備およ
び運用状況等の確認を行っております。また、取締役会、経営会議、サステナビリティ・リスク
マネジメント委員会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、子会社への往査、取締役・執行役
員や内部監査部門へのヒアリング等を通じ、客観的・合理的な監査を実施しております。

７．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の事業展開と経
営体質の強化に向けた適正な内部留保とのバランスを考慮しながら、業績に裏打ちされた利益配
分を行うことを基本方針としております。
　これまで改善と強化を進めてきた財務体質を背景に、今後は特殊鋼事業と不動産賃貸事業の両
輪で収益力を向上させるための成長投資を実施してまいります。収益力の向上により獲得した利
益につきましては、過剰な内部留保を持つことなく、配当により株主の皆様へ還元してまいりま
す。還元の目安として、2024年度から2026年度の3年間において連結配当性向を20％から30％
に段階的に引き上げてまいります。
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連結貸借対照表

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
従 業 員 長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

19,320,397
7,109,943

10,451
3,161,100
1,762,115
3,900,000
726,414

1,529,928
1,077,300

43,566
△424

17,043,123
9,582,751
3,820,632
2,843,686
290,338

2,316,842
25,278

285,971
217,685

7,242,686
6,976,538

1,627
8,127

256,706
△312　

流 動 負 債 4,296,591
支払手形及び買掛金 1,509,586
電 子 記 録 債 務 1,214,310
未 払 法 人 税 等 322,568
賞 与 引 当 金 336,746
役 員 賞 与 引 当 金 10,210
そ の 他 903,169

固 定 負 債 2,601,442
長 期 預 り 金 1,846,624
修 繕 引 当 金 173,100
退職給付に係る負債 110,606
繰 延 税 金 負 債 188,678
そ の 他 282,433

負 債 合 計 6,898,034
純 資 産 の 部

株 主 資 本 27,883,460
資 本 金 827,500
資 本 剰 余 金 560,993
利 益 剰 余 金 26,727,032
自 己 株 式 △232,065

その他の包括利益累計額 1,582,026
その他有価証券評価差額金 1,392,158
為 替 換 算 調 整 勘 定 189,867

純 資 産 合 計 29,465,487
資 産 合 計 36,363,521 負 債 ・ 純 資 産 合 計 36,363,521

連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）
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連結損益計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 20,931,280
売 上 原 価 17,199,368

売 上 総 利 益 3,731,911
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,313,221

営 業 利 益 1,418,690
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 95,584
為 替 差 益 28,479
そ の 他 97,558 221,622

営 業 外 費 用
支 払 手 数 料 12,453
そ の 他 17,822 30,275
経 常 利 益 1,610,037

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 168,100 168,100

特 別 損 失
減 損 損 失 64,198 64,198

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,713,939
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 409,518
法 人 税 等 調 整 額 28,740 438,259
当 期 純 利 益 1,275,680
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,275,680

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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連結株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 827,500 560,993 25,711,323 △232,065 26,867,751
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △259,971 △259,971
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,275,680 1,275,680

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計 － － 1,015,708 － 1,015,708
当 期 末 残 高 827,500 560,993 26,727,032 △232,065 27,883,460

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金 為替換算調整勘定 その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 958,126 94,693 1,052,820 27,920,572
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △259,971
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,275,680

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 434,031 95,174 529,206 529,206

連結会計年度中の変動額合計 434,031 95,174 529,206 1,544,915
当 期 末 残 高 1,392,158 189,867 1,582,026 29,465,487

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

⑴　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称 東特エステートサービス株式会社

東特興業株式会社
TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED

⑵　持分法の適用に関する事項
①　持分法を適用した非連結子会社および関連会社の状況

　該当事項はありません。
②　持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

　該当事項はありません。
⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致しております。
⑷　会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法
(ｲ) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
　償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　価は移動平均法により算定）によっております。
　市場価格のない株式等……移動平均法による原価法によっております。

(ﾛ) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）によっております。

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ｲ) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。
　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、不動産賃貸事業の建物及び構築物については、経済的、機能的な実情を勘案した合理的な耐
用年数によっております。

(ﾛ) 無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。
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(ﾊ) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準
(ｲ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ﾛ) 賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(ﾊ) 役員賞与引当金
　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(ﾆ) 修繕引当金
　賃貸建物等について、将来実施する修繕に係る支出に備えるため、支出見積額を支出の行われる年度
に至るまでの期間に配分計上しております。

④　退職給付に係る会計処理の方法
　従業員の退職給付に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

⑤　重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥　重要な収益及び費用の計上基準
　当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及
び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（特殊鋼事業）
　特殊鋼事業においては、主として特殊鋼鋼材を製造しているほか、機械部品、工具などの加工製品なら
びに熱処理加工を行っており、製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。国内販売
においては、製品を出荷した時点を収益を認識する通常の時点としており、輸出販売においては、主にイ
ンコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しておりま
す。
　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で
算定しており、当該値引き額等は、契約条件や過去の実績などに基づき見積りを行っております。また、
代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する製品と交換に受け取る額から当該他
の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
　なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に
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　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　有形及び無形固定資産 153,000千円
　減損損失 64,198千円

回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。
（不動産賃貸事業）
　不動産賃貸事業には、不動産の賃貸に付随する施設管理・警備・清掃業務による収益が含まれておりま
す。施設管理業務においては、賃貸不動産内のテナントの修繕工事を行っており、工事の完成を履行義務
として識別しております。修繕工事はすべてごく短期間で完成する工事であるため、完成時点で収益を認
識しております。警備・清掃業務については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであるた
め、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識し
ております。
　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に回収し
ており、重大な金融要素は含んでおりません。
　なお、不動産賃貸取引については、リース取引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたり収益
を認識しております。

２．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
⑴　熱処理事業

　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行
っており、資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの将来キャッシュ・フロー
に基づき、減損損失の認識の要否判定を実施しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額
と使用価値のいずれか高い方の金額）まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として処理しておりま
す。
　熱処理事業は、自動車市場の減速やＥＶ化による金型や工具鋼の需要減少に加え、人件費や電力費等の
製造原価上昇分の全てを販売価格に転嫁できていないことで収益性が悪化しており、継続的に営業損失を
計上していることから、減損の兆候があると判断しております。当該資産グループの減損損失の認識の要
否および回収可能価額の算定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、最新の収支計画を基礎として
おり、直近の実績を踏まえ補正を加えております。使用価値は、売上高については、得意先の需要予測を
考慮しつつも、大幅な成長を前提とせず、直近の販売実績を基礎として保守的に算定しております。費用
については、今後見込まれる賃金水準の上昇に伴う人件費の増加等を織り込んで算定しております。
　なお、回収可能価額には正味売却価額を用いており、正味売却価額は、外部専門家から入手した不動産
鑑定評価を基礎として算定しております。
　これらの仮定は将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受けるため、これらの状況が変
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　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　有形及び無形固定資産 68,038千円
　減損損失 －千円

化した場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
⑵　精密加工事業

　　（割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を計上しており
　　　ません。）
　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行
っており、資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの将来キャッシュ・フロー
に基づき、減損損失の認識の要否判定を実施しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額
と使用価値のいずれか高い方の金額）まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として処理しておりま
す。
　精密加工事業は、自動車産業における長引く在庫調整や半導体市場の減速による売上減少に加え、原材
料価格や電力費等の製造原価上昇分の全てを販売価格に転嫁できていないことで収益性が悪化しており、
継続的に営業損失を計上していることから、減損の兆候があると判断しております。当該資産グループの
減損損失の認識の要否および回収可能価額の算定に用いる将来キャッシュ・フローの見積りは、最新の収
支計画を基礎としており、直近の実績を踏まえ補正を加えております。また、半導体市場の需要予測に基
づく売上高成長を主要な仮定として織り込んでいるほか、事業効率化による製造コストの抑制や今後見込
まれる賃金水準の上昇に伴う人件費の増加等を織り込んで算定しております。
　これらの仮定は将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受けるため、これらの状況が変
化した場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。
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　①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
　有形及び無形固定資産 84,513千円
　減損損失 －千円

建物 2,764,972千円

長期預り金 1,800,000千円
⑵　有形固定資産の減価償却累計額 22,305,294千円

建物及び構築物 145,851千円
機械装置及び運搬具 14,784千円
工具器具備品 2,554千円

⑶　インド事業

　　（割引前将来キャッシュ・フローの総額が固定資産の帳簿価額を上回ったため、減損損失を計上しており
　　　ません。）
　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行
っており、資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの将来キャッシュ・フロー
に基づき、減損損失の認識の要否判定を実施しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フロー
の総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要とされた場合、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額
と使用価値のいずれか高い方の金額）まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として処理しておりま
す。
　インド事業は、主要需要先であるインド自動車産業において、国内自動車販売市場は引き続き拡大して
いるものの、事業の目標としていた販売量を下回って推移していることから、減損の兆候があると判断し
ております。当該資産グループの減損損失の認識の要否判定に用いる将来キャッシュ・フローの見積り
は、最新の収支計画を基礎としており、直近の実績を踏まえ補正を加えております。売上高については、
インド自動車市場の需要動向を考慮しつつも、大幅な成長を前提とせず、直近の販売実績を基礎として保
守的に算定しております。また、費用については、賃金実態調査に基づく人件費上昇等を織込んで算定し
ております。
　これらの仮定は将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受けるため、これらの状況が変
化した場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記
⑴　担保提供資産

上記の担保資産に対する債務

⑶　圧縮記帳
固定資産の取得価額から直接控除した工事負担金および国庫補助金等による圧縮記帳額
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株式の種類 当連結会計年度期首
株　 式　 数（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度 末
の 株 式 数（株）

普 通 株 式 7,550,000 － － 7,550,000

株式の種類 当連結会計年度期首
株　 式　 数（株）

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 （ 株 ）

当 連 結 会 計 年 度 末
の 株 式 数（株）

普 通 株 式 122,241 － － 122,241

決 議 株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日 配当の原資

2025年６月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 148,555 20.00 2025年３月31日 2025年６月24日 利益剰余金

2025年10月30日
取 締 役 会 普通株式 111,416 15.00 2025年９月30日 2025年12月2日 利益剰余金

４．連結損益計算書に関する注記
棚卸資産評価損
　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額55,489千円が売上原価に算入さ
れております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　発行済株式の種類および総数

⑵　自己株式の種類および株式数

⑶　配当に関する事項
①　配当金支払額

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　該当事項はありません。

－ 38 －



2026/05/27 18:52:41 / 25300239_東北特殊鋼株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結注記表

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額（＊） 時　　価（＊） 差 　 額

⑴ 有 価 証 券 及 び 投 資 有 価 証 券 7,034,903 7,004,952 △29,951

⑵ 長 期 預 り 金 （1,846,624） （1,398,671） △447,952

６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行借入
による方針です。デリバティブは、資金を効率的に運用するため、デリバティブが組み込まれた複合金融
商品を余資の中で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リス
クに関しては与信管理規程に従い、主な取引先の信用状況を毎年把握する体制としています。連結子会社
についても、当社の与信管理規程に準じて同様の管理を行っております。
　また、有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式、満期保有目的の
債券、投資信託及び金銭信託であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利変動リスク、
市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、格付けの高い商品のみを投資対象と
し、定期的に保有銘柄の時価や発行体の財務状況等を把握しモニタリングを行っております。
　営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、１年以内の支払期日です。
　長期預り金は、主に不動産賃貸事業に関して受け入れた保証金等です。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）１. 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「有価証券」（合同運用指
定金銭信託に限る）、「支払手形及び買掛金」及び「電子記録債務」については、現金であるこ
と、または短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略
しております。

２. 非上場株式（連結貸借対照表計上額41,635千円）は、市場価格がないため、「⑴　有価証券及
び投資有価証券」には含まれておりません。
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連結注記表

種 類 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

⑴　国債・地方債等 － － －
⑵　社債 － － －
⑶　その他 － － －

小　　計 － － －

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

⑴　国債・地方債等 － － －
⑵　社債 1,100,000 1,070,049 △29,951
⑶　その他 － － －

小　　計 1,100,000 1,070,049 △29,951
合　　　　計 1,100,000 1,070,049 △29,951

種 類 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差 額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

⑴　株式 853,159 2,655,194 1,802,034
⑵　債券 887,492 1,291,941 404,448
⑶　その他 － － －

小　　計 1,740,652 3,947,135 2,206,483

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

⑴　株式 － － －
⑵　債券 2,175,000 1,987,767 △187,232
⑶　その他 － － －

小　　計 2,175,000 1,987,767 △187,232
合　　　　計 3,915,652 5,934,903 2,019,251

３.　保有目的ごとの有価証券に関する注記事項
①　満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のと

おりであります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。
（単位：千円）

②　その他有価証券における、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。

（単位：千円）
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連結注記表

（単位：千円）
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 7,109,943 － － －

受取手形 10,451 － － －

売掛金 3,161,100 － － －

電子記録債権 1,762,115 － － －

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 100,000 500,000 － 500,000

その他有価証券のうち満期があ
るもの 3,800,000 － － －

合　　　　　計 15,943,611 500,000 － 500,000

４.　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。
　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 2,081,670 573,523 － 2,655,194

債券 397,009 2,882,700 － 3,279,709

その他 － － － －

資 産 計 2,478,680 3,456,223 － 5,934,903

区　　分
時　　価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券

国債・地方債等 － － － －

社債 － 488,400 581,649 1,070,049

その他 － － － －

資 産 計 － 488,400 581,649 1,070,049

長期預り金 － 1,398,671 － 1,398,671

負 債 計 － 1,398,671 － 1,398,671

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：千円）
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連結注記表

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

期 末 時 価
期 首 残 高 期 中 増 減 額 期 末 残 高

4,044,433 27,432 4,071,865 24,364,074

⑴　１株当たり純資産額 3,966円94銭
⑵　１株当たり当期純利益 171円74銭

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
　上場株式および上場投資信託は相場価格を用いて評価しております。これらは活発な市場で取引され
ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保有している債券は、市
場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、重要な観察できないイン
プットを用いて時価を算定している場合はレベル３の時価、それ以外の場合はレベル２の時価に分類し
ております。

長期預り金
　長期預り金の時価は将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在
価値により算定しており、その時価をレベル２の時価に分類しております。

７．賃貸等不動産に関する注記
⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社および一部の子会社では、宮城県において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設や賃貸住
宅等（土地を含む）を所有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、
1,097,218千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

⑵　賃貸等不動産の時価等に関する事項
　当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は、次のとおりであります。

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 期中増減額の主な内容は、建物附属設備の取得による増加（294,680千円）および減価償却費

（267,248千円）による減少額であります。
３. 期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づき自社

で算定した金額、その他の物件については主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算
定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

８．１株当たり情報に関する注記
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報告セグメント
合計

特殊鋼事業 不動産賃貸事業
地域別
　日本 11,804,587 674,265 12,478,853
　アジア 6,125,595 － 6,125,595
　アメリカ 584,439 － 584,439
　ヨーロッパ 620 － 620
　その他 248 － 248
顧客との契約から生じる収益 18,515,491 674,265 19,189,757
その他の収益 － 1,741,522 1,741,522
外部顧客への売上高 18,515,491 2,415,788 20,931,280
収益認識の時期
　一時点で移転される財 18,515,491 279,745 18,795,237
　一定期間にわたり移転されるサービス － 394,520 394,520
顧客との契約から生じる収益 18,515,491 674,265 19,189,757
その他の収益 － 1,741,522 1,741,522
外部顧客への売上高 18,515,491 2,415,788 20,931,280

９．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

財又はサービスの地域別及び収益認識の時期別の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「⑷⑥重要な収益及び費用の
計上基準」に記載のとおりであります。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約資産及び契約負債の残高等
　当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高はありません。また、過去の期間に充足
（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益はありません。
②　残存履行義務に配分した取引価格
　当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が１
年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約
から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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貸借対照表

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
従 業 員 長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

12,589,985
2,942,889

6,270
1,791,953
2,751,865
2,100,000
657,757

1,404,758
917,837

1,947
15,161
△456

9,527,806
4,478,253
507,204
26,218

2,550,465
1,510

140,239
965,116
18,282

269,214
193,775
190,614

3,160
4,855,777
2,866,090
1,645,979

593
7,504
907

290,400
44,630
△327　

流 動 負 債 3,242,218
買 掛 金 1,145,588
電 子 記 録 債 務 1,214,310
未 払 金 14,132
未 払 費 用 253,946
未 払 法 人 税 等 173,562
預 り 金 49,494
前 受 収 益 3,942
賞 与 引 当 金 290,128
役 員 賞 与 引 当 金 8,500
営 業 外 電 子 記 録 債 務 68,206
そ の 他 20,405

固 定 負 債 385,457
繰 延 税 金 負 債 81,177
そ の 他 304,279

負 債 合 計 3,627,675
純 資 産 の 部

株 主 資 本 17,475,940
資 本 金 827,500
資 本 剰 余 金 560,993

資 本 準 備 金 560,772
自 己 株 式 処 分 差 益 220

利 益 剰 余 金 16,319,512
利 益 準 備 金 73,690
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,245,822
土 地 圧 縮 積 立 金 21,913
別 途 積 立 金 10,810,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,413,908

自 己 株 式 △232,065
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,014,175
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,014,175
純 資 産 合 計 18,490,115

資 産 合 計 22,117,791 負 債 ・ 純 資 産 合 計 22,117,791

貸　借　対　照　表
（2026年３月31日現在）
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損益計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 16,468,664
売 上 原 価 13,768,895
売 上 総 利 益 2,699,769

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,962,866
営 業 利 益 736,902

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 183,566
そ の 他 123,794 307,361

営 業 外 費 用
そ の 他 16,184 16,184
経 常 利 益 1,028,078

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 19,951 19,951

特 別 損 失
減 損 損 失 64,198 64,198

税 引 前 当 期 純 利 益 983,831
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 180,861
法 人 税 等 調 整 額 25,648 206,510
当 期 純 利 益 777,321

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

(2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 自己株式

処分差益 利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

土地圧縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 827,500 560,772 220 73,690 21,913 10,810,000 4,896,558 △232,065 16,958,590

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △259,971 △259,971

当 期 純 利 益 777,321 777,321

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 517,349 － 517,349

当 期 末 残 高 827,500 560,772 220 73,690 21,913 10,810,000 5,413,908 △232,065 17,475,940

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金

当 期 首 残 高 687,409 17,645,999

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △259,971

当 期 純 利 益 777,321

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額) 326,766 326,766

事業年度中の変動額合計 326,766 844,116

当 期 末 残 高 1,014,175 18,490,115

株主資本等変動計算書
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券
　償却原価法（定額法）によっております。
子会社株式
　移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
　　　　　　　　　　　　　　　　　は移動平均法により算定）によっております。
市場価格のない株式等……移動平均法による原価法によっております。

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）によっております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。
　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
　ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
っております。

③　リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
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　①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　有形及び無形固定資産 153,000千円
　減損損失 64,198千円

　①　当事業年度の計算書類に計上した金額
　有形及び無形固定資産 68,038千円
　減損損失 －千円

③　役員賞与引当金
　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

⑷　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。

⑸　重要な収益及び費用の計上基準
　顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す
る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　特殊鋼事業においては、主として特殊鋼鋼材を製造しているほか、機械部品、工具などの加工製品ならび
に熱処理加工を行っており、製品を顧客に納入することを履行義務として識別しております。国内販売にお
いては、製品を出荷した時点を収益を認識する通常の時点としており、輸出販売においては、主にインコタ
ームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識しております。
　取引価格の算定については、顧客との契約において約束された対価から、値引き額等を控除した金額で算
定しており、当該値引き額等は、契約条件や過去の実績などに基づき見積りを行っております。
　なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に回
収しており、重大な金融要素は含んでおりません。

２．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の減損）
⑴　熱処理事業

　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　連結注記表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

⑵　精密加工事業

　②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　　連結注記表に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 8,893,146千円
⑵　圧縮記帳

固定資産の取得価額から直接控除した国庫補助金等による圧縮記帳額
機械装置 14,784千円
建物 2,944千円
工具器具備品 2,554千円

東特エステートサービス株式会社 1,800,000千円

短期金銭債権 961,976千円
短期金銭債務 766,153千円

売上高 2,271,330千円
仕入高 2,894,696千円

営業取引以外の取引高 2,572千円

株式の種類 当 事 業 年 度 期 首
株　 式　 数（株）

当 事 業 年 度 増 加
株　 式　 数（株）

当 事 業 年 度 減 少
株　 式　 数（株）

当 事 業 年 度 末
株　 式　 数（株）

普 通 株 式 122,241 － － 122,241

３．貸借対照表に関する注記

⑶　保証債務
　次のとおり連結子会社の預り敷金債務に対して債務保証を行っております。

⑷　関係会社に対する金銭債権債務

４．損益計算書に関する注記
⑴　関係会社との取引高

営業取引による取引高

⑵　棚卸資産評価損
　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額53,516千円が売上原価に算入
されております。

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および株式数
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関係会社株式評価損 778,743千円
減損損失 207,306千円
賞与引当金 89,649千円
棚卸資産評価損 44,032千円
その他 47,091千円
繰延税金資産小計 1,166,824千円
評価性引当額 △784,685千円
繰延税金資産合計 382,139千円

その他有価証券評価差額金 453,517千円
土地圧縮積立金 9,799千円
繰延税金負債合計 463,316千円
繰延税金負債の純額 81,177千円

６．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別内訳
　法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.0％
　　（調整）
　　法人税等の税額控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   △5.5％
　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目　　　　　　　　　　   △3.5％
　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   △0.0％
　税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　　　　　　　　　　　    21.0％

－ 51 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2026/05/27 18:52:41 / 25300239_東北特殊鋼株式会社_招集通知_電子提供措置用

個別注記表

種 類 会社等の名称 所 在 地 資 本 金 事業の内容 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

その他
の関係
会 社

大同特殊鋼㈱ 名古屋市
東区

37,172
百万円

特殊鋼の
製造・販売

所　有
直接 0.0％

被所有
直接34.3％

製品の販売な
らびに製品の
仕入・原材料

の購入
転籍６人

製品の
販売 1,273,808

売掛金 216,555
電子記録

債権 525,507
製品の
仕入・
原材料
の購入

2,710,275
買掛金

電子記録
債務

332,952
420,543

主要
株主 岡谷鋼機㈱ 名古屋市

中区
9,128
百万円

鉄鋼、特殊
鋼などの販
売・輸出入

所　有
直接 0.0％

被所有
直接10.1％

製品の販売な
らびに原材料

の購入

製品の
販売 16,616

売掛金 16,238
電子記録

債権 1,013

原材料
の購入 4,131,544 買掛金 400,363

種 類 会社等の名称 所 在 地 資 本 金 事業の内容 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

子会社
東特

エステート
サービス㈱

仙台市
太白区

495
百万円

不動産
賃貸

所　有
直接100％

旧長町工場
用地を賃貸

本社工場用地
を賃借等
兼任２人

土地
賃貸収入 633,012 売掛金 52,751

土地
賃借料等 76,317 買掛金他 6,510

債務保証 1,800,000 － －

子会社 東特興業㈱ 仙台市
太白区

10
百万円 商社 所　有

直接100％

製品の販売な
らびに製品の
仕入・原材料

の購入等
兼任2人

製品の
販売等 167,524

売掛金
電子記録

債権

15,872
31,698

製品の
仕入・

原材料の
購入等

108,103 買掛金 6,148

子会社
TOHOKU

Manufacturing
（Thailand）

Co.,Ltd.

タイ王国
チョンブリ県

460
百万

タイ・バーツ

特殊鋼
加工製品の
製造・販売

所　有
直接100％

製品の販売
資金の貸し

付け等
兼任２人

製品の
販売等 175,816 売掛金 87,400

資金の
回収 132,000

関係会社
長期

貸付金
194,400

子会社

TOHOKU 
STEEL 
INDIA 

PRIVATE 
LIMITED

インド共和国
アーンドラ・
プラデシュ州

1,000
百万
インド・
ルピー

特殊鋼鋼材
の製造・

販売
所　有

直接100％

製品の販売
運転資金の
貸し付け等
兼任2人

製品の
販売等 21,169 売掛金 21,061

資金の
貸付 －

関係会社
長期

貸付金
96,000

７．関連当事者との取引に関する注記
⑴　親会社および法人主要株主等

⑵　子会社および関連会社等
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種 類 会社等の名称 所 在 地 資 本 金 事業の内容 議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者
と の 関 係 取引の内容 取引金額

（千円） 科 目 期末残高
（千円）

その他
の関係
会社の
子会社

大同興業㈱ 名古屋市
東区

1,511
百万円 商社 －

製品の販売な
らびに製品の

仕入・原材料、
および製造
設備の購入

兼任2人

製品の販売 1,696,864
売掛金
電子記録

債権

194,475
249,272

製品の
仕入・

原材料の
購入

955,833
買掛金

電子記録
債務

99,763
205,767

製造設備
の購入 78,783

営業外
電子記録

債務
53,359

その他
の関係
会社の
子会社

㈱大同
キャスティン

グス
名古屋市

港区
2,215
百万円

特殊鋼の
製造・販売 － 原材料の購入 原材料の

購入 650,418
買掛金
電子記録

債務

57,331
321,434

⑶　兄弟会社等

（注）　上記関連当事者との取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。

取引条件および取引条件の決定方針等
１. 製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して、価格交渉の上、合理的に決定してお

ります。
２. 製品の仕入・原材料および製造設備の購入については、市場価格等を考慮し、価格交渉の

上、合理的に決定しております。
３. 東特エステートサービス㈱との土地の賃貸借については、近隣地代を参考にした価格によっ

ております。
４. 東特エステートサービス㈱の預り敷金債務に対して債務保証を行っております。なお、保証

料は受け取っておりません。
５. TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.に対する資金の貸付については、市場金利

を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は３年据置き、一括返済としておりま
す。

６. TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITEDに対する資金の貸付については、市場金利
を勘案して利率を合理的に決定しており、返済条件は５年据置き、一括返済としておりま
す。
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⑴　１株当たり純資産額 2,489円33銭
⑵　１株当たり当期純利益 104円65銭

８．１株当たり情報に関する注記

９．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「⑸　重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり
であります。
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 雅 彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 野 陽 一

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

東北特殊鋼株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
　　　　　　　仙台事務所

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、東北特殊鋼株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、東北特殊鋼株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用
される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

－ 55 －
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連結会計監査報告

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小 林 雅 彦
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 野 陽 一

独立監査人の監査報告書
2026年５月13日

東北特殊鋼株式会社
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
仙台事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、東北特殊鋼株式会社の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第127期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

会計監査人の監査報告書　謄本

－ 57 －
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個別会計監査報告

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は､2025年４月１日から2026年３月31日までの第127期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法とその内容
　監査役会は、監査の方針、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及
び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受けました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画、職務
分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部
監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事
業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。
　子会社については、子会社の取締役及び使用人等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に
応じて事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその
附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを確認する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に
基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は､法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また､当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても､指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月15日
東 北 特 殊 鋼 株 式 会 社 　 監 査 役 会
監 査 役（常勤） 藤 井 利 光 ㊞
監 査 役 氏 家 照 彦 ㊞
監 査 役 松 﨑 慎 治 ㊞

（注）監査役氏家照彦及び監査役松﨑慎治は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定め
る社外監査役であります。

以　上

－ 60 －
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地図

会場
仙台市青葉区中央一丁目１番１号
ホテルメトロポリタン仙台　３階　曙
電話　 (022) 268－2525（代）

交通
JR仙台駅西口より　徒歩１分
地下鉄仙台駅南６出口より　徒歩１分
東北自動車道仙台宮城I.Cより　車で約20分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

定時株主総会会場ご案内図
（※本年は当社株主総会の会場をホテルメトロポリタン仙台４階 千代から『３階 曙』に変更しております。）
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